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新潟県消防学校 



区　　分

　1　服務義務を理解し、職務意欲が旺盛で、住民の信頼を得られること。

　2　警防隊員として、基本的な安全管理について理解し、自らの安全を確保し、災害

　　 現場では隊長の下命に基づく基本的な活動ができること。

　3　消防業務全般について概要を理解していること。

　4　住民からの一般的な質問に応答できること。

　1　警防行政の現状及び課題を理解していること。

　2　防災関係法令に関する専門的知識及び災害対策に関する最新の知識を豊富に有し

　　 ていること。

　3　各種災害事象に対応する基本的な消防戦術を理解し、分隊単位で適切に実行でき

　　 る能力を備えること。

　4　心身の健康管理に積極的に取り組めること。

　1　査察行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

　2　防火管理、建築規制、危険物規制及び消防用設備等に係る専門的知識を豊富に有

　　 しており、査察要領を修得していること。

　3　違反処理に係る専門的知識を修得し、違反対象物に対して是正を指導できること。

　1　危険物行政の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

　2　危険物化学、指定可燃物及び液化石油ガス等に関して、災害対策上必要な化学的

　　 特性等に係る専門的知識を豊富に有していること。

　3　危険物施設に対して許認可等の規制を的確に行い、違反を適切に処理できること。

　1　火災調査業務に係る制度を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

　2　原因調査、損害調査及び鑑定等に係る専門的知識を豊富に有しており、的確な判

　　 断能力を備えていること。

　3　文書実務に係る知識を有しており、技能を十分に発揮できること。

　1　救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。

　2　応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的知識を有しており、

　　 応急処置時における的確な観察及び判断能力を備えていること。

　3　応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。

　4　救急用器具及び材料の取扱いに関して精通していること。

　1　厳しい条件の下において救助活動を遂行し得る旺盛な士気及び強健な身体を有し

　　 ていること。

　2　救助活動に係る最新の知識技術を豊富に有しており、専門的な技能を備え、これ

　　 らを活用した応用力を十分に発揮できること。

　3　救助活動及び救助訓練において自らの安全を確保できること。

予防査察科

火災調査科

幹
部
教
育

　4　事故及び障害の発生時に、迅速な初動対応ができること。

　5　災害現場において、現場指揮者の下命を理解でき、自隊に対する安全管理と的確

　　 な下命を行えること。

救 急 科

※２期制

救 助 科

令和８年度新潟県消防学校教育訓練実施計画

科　　　名 到　　　達　　　目　　　標

1　基　本　方　針

警 防 科

　教育訓練は、新潟県消防学校規則及び消防庁告示「消防学校の教育訓練の基準」（平成15年11月19日消防庁告示第3
号）に基づき、 消防職員・消防団員に対し社会情勢の変化や技術の発展に的確に対応するために、 住民から期待される
水準を充たす消防に係る知識及び技能の効率的な習得を図り、もって適切公正、安全かつ能率的に業務を遂行できるよ
う、その資質を高めることを目的として実施する。

2　到　達　目　標

初
任
教
育

初任科

専
　
　
　
科
　
　
　
教
　
　
　
育

消
　
　
　
防
　
　
　
職
　
　
　
員
　
　
　
教
　
　
　
育
　
　
　
訓
　
　
　
練

危険物科

初級幹部科

　1　初級幹部としての責任及び立場を正しく認識していること。

　2　初級幹部として消防行政の動向を理解していること。

　3　上司を補佐し、部下を指導できること。



区　　分

　　 新潟県消防大会のポンプ操法競技会において、審査員としての厳正、かつ、

　 公正な審査能力、知識を有していること。

　1　地震災害に対しての知識及び能力を身につけること。

　2　地震災害時に安全管理を徹底した活動を行えること。

　3　倒壊建物から要救助者を安全、確実に救出する能力を身につけること。

　1　現場指揮者の役割及び指揮要領を習得し、火災現場指揮能力を向上させる

　　 こと。

　2　円滑な部隊運用と安全管理を徹底し、体系的な現場指揮体制を構築するこ

　　 と。

　1　地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に

　　 必要な地域特性を理解していること。

　2　災害現場では自らの安全を確保しながら、下命に基づく現場活動を遂行で

　　 きること。

　1　火災防ぎょ活動に関する専門的知識及び行動原則並びに各種災害事象にお

　　 ける消防団の役割及び活動内容を理解していること。

　2　災害現場において中核的な活動を遂行できること。

　1　消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規律、災害

　　 活動要領及び安全管理を深く理解していること。

　2　地域住民に対して防災指導を行えること。

  1　災害時における現場指揮者としての職責を自覚し、現場指揮及び安全管理

  　 の知識及び技術を有していること。

　2　大規模災害時に現場指揮者として、火災防ぎょ、水災活動、救助救命、避

　　 難誘導及び情報収集・伝達に係る的確な現場指揮及び安全管理の知識及び

　　 技術を有すること並びに自主防災組織等に対して防災指導を行えること。

  1　分団の指揮者としての職責を自覚し、消防団の管理運営及び活性化に資す

　　 る広い知識を有していること。

　2　各種災害発生時における分団の管理運営及び効果的な現場活動の在り方を

　　 深く理解していること。

　　 地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に

　 必要な地域特性を理解していること。

　　 教育主幹としての職責を自覚し、団幹部への教育訓練に関する知識を有し

　 ていること。

3  　実　施　計　画

科　　　名 到　　　達　　　目　　　標

震災対応コース

現場指揮者
養成コース

特
　
　
別
　
　
教
　
　
育

操法審査員研修

分団指揮課程

消
　
防
　
団
　
員
　
教
　
育
　
訓
　
練

基 礎 教 育 科

※A、B課程

専
科
教
育

警 防 科

幹
 

部
 

教
 

育

初級幹部科

指
 

揮
 

幹
 

部
 

科

現場指揮課程

特
別
教
育

女性消防団員科

教育主幹科

　（1）　教育訓練の実施区分、定員、対象者及び実施期間など

　 　　　別紙、「令和８年度教育訓練実施計画表」のとおりとする。

      別に定める入校案内（消防職員及び消防団員用） のとおりとする。

　（2）　休校日など

　　　（ア）　土曜日 （ただし、消防団教育訓練日を除く。） 及び日曜日（ただし、消防団教育訓練日を除く。）

　　　（イ）　国民の祝日に関する法律に規定する休日

　　　（ウ）　年末年始の休日（令和８年12月29日から令和９年１月３日まで）

4　　入校手続及び入校経費
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司
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